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1. はじめに ．．．
 

ヽ

◆本学の運営に係る公的研究費は、その原資の大部分が国民の税金で成り立っ

ており、公的研究費を不正に使用することは、大学に対する国民の信頼と期待を

大きく損なうものであり、ひいては我が国の学術研究の基盤さえも揺るがしか

ねません。

◆本ハンドフックは、公的研究費を使用するにあたり、ルールや手続きの理解不

足等から生する不正使用や不適切な使用をなくすという観点から、本学におけ

る手続きの基本ルール等を分かりやすく示したものです。

◆本学の公的研究費の運営・管理等に関わる教職晨の皆様には、本ハンドフック

を活用していただき、不正使用が起きない、起こさない環境をつくっていきまし

よつ。
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2.公的研究費とは

••• 
ヽ

◆本学では、「国立大学法人大阪大学における公的研究費の取扱いに関する規程」第2条

第1項において、「公的研究費」とは、運営費交付金、奨学寄附金、補助金、委託費等を

財源として本学が扱うすべての経費と定義付けており、すべての経費を対象として不正

防止対策をとることとしています。

大阪大学対象制度（公的研究費）

①ガイドライン対象制度の競争的資金 公的機関からの補助金、助成金及び委託費

等 （科研費、公募型の研究資金など）

（文科省以外の府省を含む）
民間企業からの競争的資金

②財団法人及び民間企業等からの資金 受託研究費、共同研究費

寄附金

③運営費交付金等

①カイドライン対象制度の競争的資金等（文科省以外の府省を含む）

研究者｛固人の発意で提案され採択された研究課顆であっても、その原資は国民の税金等

であることから、研究者⑮人に代わり研究機関が管理し、執行に係る諸手続きを行うこと

になっておりますが、獲得した研究課顆の遂行に責任を負う研究代表者等は、競争的資金

等の配分機関のルールに従って誠実に運営・管理を行うよう努めなければなりません。

②財団法人及び民閻企業等からの資金

・受託研究費及び共同研究費には、国等からの補助金や委託費を財源とした経費がありま

すので、執行に当たっては守るべきルールをこ確認ください。

・企業、財団なとから本学教職員固人が直接寄附金を受けた場合においても、本学が適切

に経理する必要があるものは、改めて本学に寄附手続きをしてください。

③運営費交付金等

上記以外のすべての経費です。

-2 -



3.公的研究費の適正な使用について

◆公的研究費を正しく使用するために、下記の場合は右目次ページを参考にしてください。

.... ,... ．．． 

P.17 
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3-1 9 競争的資金等の使用ルール I 

◆競争的資金等は、研究者⑮人の発意で提案され採択された研究課題であっても、その

原資は固民からの税金等であることから、研究者⑮人に代わり研究機関が管理し、事務

部が執行に係る諸手続きを行うことになっていますが、獲得した研究課題の遂行に責任

を負う研究代表者等は、競争的資金等の配分機関のルールに従って誠実に運営・管理を

行うよう努めなければなりません。研究者の勝手な解釈によってルールに違反して使用

した場合には、不正使用として返還や応募制限等のペナルティが科せられることになり

ます。

゜
競争的資金等（直接経費）には、制度毎に使用できない経費等の使用ルール

が決められていますので、当該制度の使用ルール等を確認の上、適切な使用

をお願いします。

●競争的資金等の共通事項について

① 目的外使用の禁止

競争的資金等の使用が認められるのは、研究課題の研究遂行上彩要なもの及び研究

成果の取りまとめに彩要なものだけです。それ以外はたとえ研究目的であっても支

出できません。

② 経費の使用制限

酒、煙草など嗜好品の購入には使用できません。

また、閻接経費を使用することが適切なものには使用できません。～～～

③ 使用期間の制限

競争的資金等で支出できるものは、一般的に、補助金の内定日や受託研究の契約日

などルールことに決められた日以降に使用の手続きを開始するものであり、かつ、

年度中の研究の用に供するものに限られます。従って、内定日前に発注したものヘ

の支出はできません。また、年度末の3月中に発注したものであっても4月に納品

されるものや、 3月中に納吊されたものであっても4月に使用するものへの支出は

できません。

。
ただし、基金なと、複数年度に亘り使用可能なものや繰越承認を得たものは

この限りではありません。
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●競争的資金等で使用できないものについて

【科学研究費助成事業（科研費）】

① 建物等の施設の整備

（研究者が科研費により購入した物吊の据付費を除く。）

② 研究中に発生した事故・災害の処理

③ 研究代表者または研究分担者の人件費・謝金

④ 直接経費と使途に制限のある他の経費の合算使用

ただし、一定の条件下において、複数の科研費を合算して共用設備を購入することができます。

◎ その他、閻接経費を使用することが適切なもの

゜
配分機関より、使用ルールに則った使用と認められない場合は、不正使用と判断

される場合がありますので、競争的資金等の使用にあたっては事務処理要領等を

必す確認し、適正な執行・管理に努めてください。

●科学研究費助成事業の繰越制度

【科学研究費助成事業の繰越制度】

科学研究費助成事業の中で補助金分及び一部基金分の研究費は一部を翌年度に繰越す

ることができます。交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由により年度内に

完了することが困難になった補助事業については所定の手続きを経た上で、当該補助金

の全部又は一部を翌年度に繰越して使用することができます。

【繰越の対象となるものについて】

① 交付申請書に記載した研究目的を変えない範囲で、研究計画の変更に妥当性がある

もの

② 繰越の事由が、当初予期し得ないものであったもの

（調整不足は不可。科研費の分割払いを繰越事由にすることはできません）

③ 外部的要因によるもの（自己都合（業務多忙等）は不可）

④ 研究目的達成のため繰越が不可欠であるもの

⑮ 翌年度に完了する見込みのもの

〇 ただし、上記の事項について、説明できるものでなければなりません。
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【具体例について】

・研究途中に当初予定していた結果を得られないことが判明し、研究内容・方法を見直

す必要が生じた場合

・研究目的を達成するにあたり、他の研究グループが国内外で発表した新たな知見を検

討する必要が生じた場合

・現地災害の影響により研究協力者の渡航が困難となり、調査日程を再調整する必要が

生じた場合

・急激な社会情勢（経済・治安）の悪化等により研究機関の協力が当初の予定とおり得

ることができす、再度、日程調整等を行う彩要が生じた場合

※繰越は最終年度でも可能ですが、翌年度に科研費の応募資格があることが必要となります。

特別研究員奨励費については、翌年度に特別研究員／外国人特別研究員としての身分がある

期間内に研究完了が見込まれる湯合のみ可能です。

※申請書類を正式に提出する前に、日本学術振興会に事前に送付し、繰越事由の確認等を受

ける必要があります。

。
科学研究費助成事業以外の競争的資金等においても、繰越制度を導入して

いる場合がありますので、事務処理要領等をご確認いただき、研究費の有

効活用に努めてください。

●科学研究費助成事業（補助金分）の調整金制度

◆平成25年度から、「補助金のみ」によって研究費が交付されている研究種目において

は、調整金制度を和用して研究費の前倒し使用や次年度使用が可能となりました。

●競争的資金等の未使用額の返還

◆研究が完了し、研究費が余った場合、未使用額として返還することも可能です。

無理に使用しようとせす国庫に返還するようお願いします。。知吏用額を返還したことにより、その後の審査において不利益が生じること
は一切ありません。

R .【：：り;し;:費ゎ助せ；事業

各部局科学研究費助成事業担当係を通して下記にお問い合わせください。

研究推進部研究推進課学術研究推進係

TEL : 06-6879-7033 FAX : 06-6879-7039 

•その他の研究費 各研究費担当課

-6 -



．．．
 

ヽ

3-2 | 教員発注制度 l 

◆本学では、下記で述べる目的のために、ある一定の契約について、教員等が、直接業者

の方に注文（発注）すること（以下、「教員発注」という。）を認めています。

【教員発注制度の目的】

・事務職員が大学の全ての契約の権限を行使した場合、教員・研究者（以下、 「教員

等」という。）が必要とする調逹物吊の情報や必要性についてその都度説咀を求める

こととなり、調達スピードが低下する。

・試薬や実験動物なとは、規格が複雑なものや規格がないものがあり、教員等本人で

なければ正確な発注が困難。

迅速かつ機動的な調達によって本学の教育・研究の水準を維持するため、一部の調達行

為について、 会計上の権限と責任を教員等に付与することにより、教員等自らが発注を行

うことを可能としています。。ただし、教員等が発注を行うためには、次に示す各種権限を委任される必要
があります。

【教曇等が発注できるしくみ】

・教員等が発注を行うためには、予算責任者や契約権限者（総長を含む）及び経理

責任者たちと同様の権限や責任が必要です。

•その権限や責任は、予算責任者から予算執行の委任を受けることにより、総長や

経理責任者からも委任を受けたものとなっています。

※科学研究費補助金等の研究代表者及び研究分担者は、上記の委任によることなく、当

該補助金等の予算責任者になります。

（「研究費補助金取扱要項第7条第1項の運用方針」による）

-7 -



••• 
ヽ

(1激員発注を行う場合は、予算責任者が敦員等に予算執行の委任を行う。

(2)予算執行の委任を行うことにより、契約権限か委任される。

(3)予算執行の委任を行うことにより、経理に関する事務を行うこととなる。

「教員発注制度」

「予算責任者」は、研究科長等です。 ［予算決印鯉暉琺⑱表2)]

役割は予算の使用方法等を決める。

「契約権限者」は、総長から委任を受けた研究科長等や

事務長等です。 ［契約規飩ll第3条（別表）］

役割は、契約の相手を決め、契約の名義人となる。

「経理責任者」は、事務長等です。 ［会計実施規鱈ll第2条（別表）］

役割は、見積書を取ったり、発注の連絡をしたり、
納品された物品の検査を行う。

伺
発
注
や
納
品
検
査
を
委
任
さ
れ
る

〇契約規月I)第3条第3項（抜枠）
「・・総長よリ契約権限が委任
されているものとする。•・ •」

契約の相手を決める

〇契約規月1)第條諄酎項（抜枠）
「…契約に閲する奉務を委任
されたものとする。」

発注や検査を行う

予算責任者（研究科長等）から予算執行の委任を受けることで、発注が可能となります。

※ご自身に予算執行が委任されているか否か解らない場合は、所属部局の事務部門にお問い合わせくださ

し＼。

〇 ただし、予算執行の委任を受けたとしても、 発注できるものには制限があります。

【教曇等が発注できるもの】

次のものは、直接、業者の方に注文（発注）できます。

► 50万円未満※の物品の購入・製造

► 50万円未満※の役務契約（労働者派遣契約、産業廃棄物処理に1系る契約を除く）

ただし、以下については50万円以上でも発注できます。

ク 機関帰属知的財産に関する契約

ク 渡航先で行う契約（渡航先での事業計画に係る資金が交付されているものに限ります。）

ク 附属病院における医療機器の修理（緊急かつやむを得ない場合に限ります。）

※ 50万円未満とは、 1日における同一業者への発注合計額のことです。
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【教曇等が発注できないもの】

以下については事務部門に契約の依頼をして下さい。

1日における同一業者への発注合計額が50万円以上となる場合は、教員等では発

注できません。 (※8ページに記載している50万円以上でも発注できるものを除く）

［ェ事関係は、教員等では発注できません。

ヽ

ノ

労働者派遣契約及び産業廃棄物処理に係る契約は、教員等では発注できません。

【権限を与えられた者の資任】

本学では教員等に発注権限を与えていますが、同時に権限を与えられた者は、

相応の責任も負っています。

国立大学法人大阪大学会計規程

（会計上の義務と責任）

第52条 本学の役員及び教職員は財務及び会計に関し適用又は準用される法令並びにこ

の規程に準拠し、 善良な管理者の注意をもってそれぞれの職務を行うものとする。

2 本学の役員及び教職員は、故意又は重大な過失により前項の規定に違反して、本学に

損害を与えた湯合は、その損害を弁｛賞する責に任するものとする。

一定の範囲内

での発注権限

・予算の使途や目的に合致し

た適正かつ計画的な執行

・機種選定及び仕様策定の

説明責任

・業者選定の説明寅任

・契約金額の妥当性の説明

責任

・検収の実施

・公的研究費の不正使用を

行った場合の弁償責任等
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【予算の適正かつ計画的な執行について】

発注・契約を行う前に、ます、自身に執行権限が与えられているとの予算から支出

するかを、決定しなければなりません。

000の研究のために必要な顕微鏡だから、000の研究の
ために配分されているロロロの予算で購入しよう。

財源（予算）を決めて

から発注

※使途に制限がある予算もありますので、発注・契約を行う前に、本当にその予算からの支出

が可能かとうか、予め確認しておいてください。

自身に執行権限が与えられている予算については、年度内の執行計画や残額管理

を、自身の責任で行う必要があります。

｀ 
‘“’ 

0月から△△を開始しないといけないから、
0月までにはロロロ円を残しておかないといけないな・・・。
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【発注・契約時に行う行為について】

発注・契約にあたっては、以降に示す判断を下し、手続きを行い、それを対外的

に説明できるようにしておかなければなりません。

業者への発注の連絡は、秘書等に指示しても構いませんが、

責任は発注権限を持った教員等が負うことになります。

壬

断

配

判

明説

（
［
 二

指示

業者

秘書等

発注

機種選定：研究等に真に必要な品物を選ぶ（物昂購入の場合）

とのスペックの顕微鏡が必要

だろうか・・・

業者選定：業者の信用、専門性等で選ぶ

契約金額：契約金額の妥当性の説明責任

•との業者がきらんと納品
見積書 見積書

曲了言
してくれるだろうか・・・。 A社 B社

’̀ 
•この金顎は適正価格だろう

か・・・。
000円 △△△円 tt 

-1 1 -
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契約行為：業者と契約を締結します。

◆総長より権限が委任されているので、個人と販売業者とではなく、

大阪大学と業者との契約行為に該当します。 （契約書の有無は問いません。）

◆市湯価格等を参考に、契約価格の妥当性が問われます。

◆取引条件の合意が必要です。

・納品場所（役務契約の場合は、実施場所）

・納品時期（役務契約の場合は、実施期間）

・支払時期（翌閃月末払い）

・支払方法（銀行振込）

等閃

◆納入時に数冨、規格など、発注したものであるかどうかの確謬（検収）

が出来るように、発注ノート等を作成して発注内容を記録したり、

財務会計システムに入力する等の方法により、 財源情報も含めた発注内容

を記録しておいてください。

物品発注の際は、原則として「物品調達ジステム」を利用してください。

財務会計システム

＜概要図＞

教員発注は原則

全てシステムを

通した取引！

①` 

r巴竺□
・業者との癒着防止

・不正経理（納品価格の割高操作・架空請求・品名替等）の防止

・教員の発注時点での購入物品の詳細・業者選定結果について、事務部門による監視が可能

ヽ

ヽ ノ
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【例：物品購入の揚合】

教員等

------l 
検収行為：発注したものが納吊されたかを確認します。

◆指定したものが納吊されたか

◆正常に動くか、キズはないか

事務部門

納昂物と納昂書に記載された事項とを突合して確謬する。

「納昂事実の確謬」を実施し、チェックします。

検収した証跡を、納品書への

押印等により、残してください。

大阪大学00研究室

御中

検収を行っ

た教晨等

が、押印 ゜
納昴書

株゚式会社00

「納品事実の

確認」を行っ

た事務部門

が、押印

ノートパソコン

型番： PC0786

価格： 80,000円 1台
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【例：役務契約の揚合】

教員等

------l 
検収行為：発注した内容通りに役務が実施されたかを確認します。

事務部門

完了幸展告書等の書類により、役務が実施された事実をチェックします。

特に、特殊な役務（データベース・フログラム・デジタルコンテンツ作

成、機墜の保守・点検なと）については、実施した事実に疑義が生じた湯

合、発注者以外で当該役務の内容についての知識を持った第三者（発注者

と上下関係にない、別の研究室・研究グルーフに属する者）に調盃を依頼

することもあります。

検収を行っ

た教員等

が、押印

検収した証跡を、完了報告書等への

押印等により、残してください。

頃。
室究

゜
学大阪

中

大

御
00年00月00日

株式会社00
完了報告書

000のデータ解析 ー式

・・・・・・・・・・・の解析準備

・・・・・・・・・・・・の解析

・・・・・・・・・・・の解析結果の検証

・・・・・・・・・・・の解析結果の報告書作成

※詳細は別紙のとおり

事務部門

が、実施事

実を確認
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3-3 | 旅費 I 

◆「出張」とは、本学の業務（研究、教育、管理運営業務等）を遂行するにあたり、教職

員が就業揚所を離れて旅行し、または、教職員以外の者が一時その住所または居所を離れて

旅行することを言い、その際にかかった経費を、大学が「旅費」として旅行者本人に対し

て支給します。

【出張申請について】

出張旅費システムにより申請してください。

他機関（他大学や学会等）から旅費が支給される場合、旅行中に自宅や知人宅等に宿泊

する場合、公用車やレンタカーを使用する場合など、旅費の減額が必要となる場合は、彩

す旅費申請手続き時に申し出てください。

。
詳細は、「出張・旅費申請マニュアル」を確認：

ICHO全学共通文書管理→財務関係→貨金管理課→経理係→一元化センター関係→

05旅費・謝金マニュアルについて→01出張旅費申請マニュアル

【出張報告について】

出張報告書は、出張における実施状況の確認が行えるよう、用務内容、訪問先、 面談者

等を詳細に記入してください。宿泊した場合は、全ての宿泊先を記入してください。

■「用務の概要」記入例
（例1)研究打ち合わせなと一般的な出張の場合

口□株式会社においてxx研究具と△△のための討論会に参加した。そこで00という
情奉展を唱た。その結果、本研究に関して◎◎という成果を得た。

（例2)論文発表を行うための出張の場合

0月0日に開催された◇◇学会に出席し、◎◎についての発表を行った。発表内容に精通
する研究者から多数の質問を受けた。

(1列3)補助者として学生が出張した場合
口□研究所においてxx大学の00教授と大阪大学の◇◇教授の補助として△△に関する
研究打ち合わせに同席し、◎◎についての情報収集を行った。

※競争的資金においては、詳細な入力を求められている場合がありますので、当該競争的資金のルールに
従って記入してください。

「用務の概要」は、 用務内容、成果を具体的に記入し、研究打合せ等行った場合は面談

〇 者氏名を記入してください。「打ち合わせを行った」のみの簡便過きる記載や、単に用務

内容を過去形にしただけのものは認められませんのでこ注意ください。

-15 -
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【証拠書類等の取り扱いについて】

本学の教職員（本学と直接雇用関係のある方）は、やむを得ない場合を除き、原則チケ

ット手配ジステムを利用してください。学部学生、大学院生、招へい教員、名誉教授、派

遣職員等及び他大学や他研究機関に所属する学外者については、チケット手配ジステム

の利用はできないため、その利用は任意ですが、本学教職員が代行してチケット手配する

ことができますので、必要に応じてこ利用願います。

なお、本学の研究費の執行権限をお持ちの方（日本学術振興会の特別研究員等）は、チ

ケット手配システム (EX-IC法人カードを除く）をこ利用願います。

① 旅行命令に係る証拠書類の提出について

従前のとおり不要です。

②交通費（航空機利用・鉄適利用）に係る証拠書類の提出について

航空機利用：半券及び領収書が彩要です。

（チケット手配システムを利用の場合は、証拠書類の提出は不要です。）

証拠書類の例：搭乗券の半券、領収書、請求書

※半券以外で搭乗を証明する書類を提出するときは、搭乗クラス（又は搭乗後の確定

金額）と搭乗した事実がわかるものが必要です。

※海外からの招へい者の復路の半券については、航空券 (eチケットも含む）の写し

も可とし、半券の原本を郵送していただく必要はありません。

鉄道利用：固内出張では、提出不要です。（使用済みの特急券等も不要です。）

新幹線（束海道及び山陽新幹線）をチケットレスで利用できる、 EX-IC法人カー

ドをご和用ください。

③宿泊費に係る証拠書類の提出について

ホテル等利用：提出不要です。

ただし、実費精算を行う場合には、日付と金額が分かる宿泊咀細等が必要です。

（チケット手配システムを利用の場合は、証拠書類の提出は不要です。）

④用務遂行の確認に係る証拠書類の提出について

従前のとおり不要です。

【注】外部資金等において、別途証拠書類を徴取する必要がある揚合は、配分機関等が

定める要綱等により取り扱い願います。
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【マイレージの利用について】

本学の業務により航空機を使用した際に取得したマイレージについては、教職員それ

ぞれの責任において適切に管理し、当該マイレージが使用可能なポイントとなった揚

合は、経費削減の観点から次回以降の出張に活用してください。

（平成22年 11月 11日付け財務部長より通知）

| 謝金 I 

◆大阪大学における謂金とは、特定の個人(※ 1)に、役務提供等(※2)を依頼し、

その役務提供等に対して金銭により支払う謂礼や報酬Iのことをいいます。謝金は、原則

的に役務提供等を行ったかこ、本人に対して振り込み等でお支払いいたします。

※1特定の個人：学外の研究者や専門的知識・技術を持つ者、学内又は学外の学生等

※2役務提供等：講演、原稿作成、翻訳等の専門的な知識や技術の提供

【講演者等への依頼について】

・講演者に依頼し承諾を得て、振込依頼書等を送付してください。

・外国に居住される方の招へいなどで謝金が発生する場合は、事前にこ‘相談ください。

【謝金の支出について】

研究指導謝金や講演謝金などは、謝金実施翰告書及びパンフレット等の事実確認資料

を一元化センターヘ送付してください。

◎ 
詳細は、「謝金申請マニュアル」を確認：

ICHO全学共通文書管理→財務関係→資金管理課→経理係→一元化センター関係→

05旅費・謝金マニュアルについて→02謝金マニュアル

-17 -
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| アルバイトの雇用 l 

【雇用手続きについて】

教育・研究等を維持するうえで必要となる短期間の簡易業務に従事するアルバイトを

雇用する場合は、「国立大学法人大阪大学アルバイト雇用に関する要項」を参照し、雇用

期間等にこ留意のうえ、雇用手続きを行ってください。

また、下記について彩す確認を行ってください。

アルバイト雇用として適切な業務（期閻、業務内容等）であるかについて

管理監督者が業務を命じる際には、雇用財源との整合性について

【出勤事実の確認について】

・出勤事実の確認を確実に行ってください。

・雇用財源と整合性のとれた岨確な勤務管理を行ってください。

-18 -
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◆「不正使用」とは、故意又は重大な過失による、公的研究費の他の用途への使用又は本学の

規程、法令並びに競争的資金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件等に違反した使用

をいう。（公的研究費の取扱いに関する規程第2条第3項）

◆目的外使用の他、本学の規程等に違反した使用には、虚偽の書類を大学に提出して、不正に

公的研究費を支出させる次のような行為が該当します。たとえ、その使途が私的流用でなか

った、または、金額が少額であったとしても不正使用に変わりありません。

【物品費関連（修理等の役務契約も含む）について】

●預け金（架空請求）

納品事実等が伴わない虚偽の納品書等を取引業者に作成させ、公的研究費から支払った代

金を当該業者に預けて管理させること。

菫
●預け金（納品価格割高操作）

定価の範囲内で通常より割高な価格で納入するよう取引業者に指示し、公的研究費から支

払った代金の差額を当該業者に預けて管理させること。

●預け金（納品物吊の持ち帰り）

取引業者に虚偽の納品物吊を持って来させ、事務部門による納吊事実の確認を行った後、

当該物吊を持ち帰るように指示し、公的研究費から支払った代金を取引業者に預けて管理

させること。

●品名替

公的研究費の使用ルールでは認められていない物吊の購入や施設改修等を行うため、当該

経費で購入可能な消耗吊等に品名を変えた虚偽の納吊書を取引業者に作成させ、公的研究

費から支払い手続きを行うこと。

●期すれ

例えば、納品が間に合わないにも関わらす、年度内に納品されたかのような虚｛為の納品書

を取引業者に作成させ、公的研究費から支払い手続きを行うこと。

【旅費関連について】

●カラ出張 . 
出張には行っていない、または出張を取りやめたにも関わらす、出張へ行ったものとして

虚偽の出張翰告書を提出し、旅費を受け取ること。

-19 -
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●出張費の水増し請求

格安航空券を購入したにも関わらす、旅行業者に正規運賃または水増しした虚偽の航空運

賃の領収書と見積書を発行させ、差額を受け取ること。

※航空運賃は、現に支払った額の実費支給です。

パック旅行等を和用したにも関わらす、通常の旅行として、差額を受け取ること。

※その他、実際の旅行事実とは異なる旅費請求を行うこと。

●出張費の二重受け取り

他機関から旅費を受け取ったにも関わらす、本学に同じ出張の旅費を請求し、二璽に旅費を

受け取ること。

●出張費の私的流用

海外出張等に家族等を同伴し、旅行業者に虚偽の航空運貨の領収書と見積書を発行させ、旅

費を受け取ること。私的な目的にも関わらす出張と見せかけた虚偽の出張翰告書を提出し、

旅費を受け取ること。

【人件費関連について】

●カラ謝金・給与 --.....,-

研究補助者等に支払う謝金やアルバイト給与について、架空または実際より多くの勤務時間

報告を行い、不正に支給させること。

●謝金・給与の戻し

研究室に所属している研究補助者等に対して、実態の伴わない謝金や給与を支給し、それを

研究室の運営に必要な経費等に充当するため、還流させること。

【その他】

●フール金

預け金を取引業者から現金等で還流させ、研究室でフールすること。 •渕疇多

研究補助者等に支払った給与等やカラ出張等の全額または一部を還流させ、研究室で管理す

ること。

●上記以外の虚偽の書類作成や虚偽申請による不正使用

上記以外の虚偽の書類作成や虚偽申請によって不正に公的研究費を支出または受け取ること。

例：虚偽の宿泊料の領収書作成、虚偽の自家用車等使用申請など

[ O公的研究費の不正使用は犯罪です！
ヽ

ノ
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◆不正使用を行った場合は、「i固人」に対する処分等だけではなく、「研究機関」に対して

も閻接経費の削減等や法人評価による予算減額等の措置が講じられることがあります。

【個人に対する処分】

≪学内の処分≫

本学就業規則及び不正使用に係る調査等に関する取扱規則に則り懲戒解雇等の処分

が行われます。

また、不正使用の調査結果及びそれに基づく懲戒処分については、氏名等を含め公

表します。

≪配分機関の処分＞＞

「競争的資金の適正な執行に関する指針（平成 17年9月9日 競争的資金に関す

る関係府省連絡会申し合わせ 平成24年 10月 17日改正）」により、競争的資金に

おいて不正を行った者に対し、当該競争的資金及び他府省を含む他の競争的資金につ

いて応募制限（ペナルティ）が科せられます。また、科研費の場合、不正に使用され

た科研費に加算金（科研費を受領した日から返還の日まで、年率 10.95％として算定）

を加えて返還することになります。

≪法律上の処分＞＞

不正行為に対しては、本学または配分機関から刑事告訴（詐欺罪、文書偽造罪、な

と）や民事訴訟を行うなどの法的措置を検討します。

撃妥
巨示

[̂-“
 -21 -



．．．
 

ヽ

【研究機関に対する処分】

●ガイドラインに基づく「履行状況調査」及び「機動調査」の結果、体制整備に不備があ

り、それに応じて文部科学省が付与した「管理条件」（改善事項）について、その翌年度か

ら実施される「フォローアッフ調査」において、履行が認められないと判断された場合に

は、下表のとおりの措置が講じられます。

（表1)「フォローアッフ調奎」の翌年度から間接経費措置額を削減する場合

|「フォローアップ調査」の結果、「管理条件」（改善事項）の履行 I 
が認められない回数 一I 削減割合 I 

| （参考）本学における間接経費措置額 I 
約50億円

5% 

2.5億円削減

10% 

5億円削減

1 5% ※ 

7.5億円削減

※間接経費措置額の 15％の削減措置を講じている年度の「フォローアッフ調否」において、管理条件（改

善事項）の履行が認められない場合は、翌年度以降の競争的資金の配分を停止する。

●ガイドラインに基づく「履行状況調査」及び「機動調査」の結果、機関における体制整

備に重大な不備があると判断された場合又は機関における体制整備の不備による不正と認

定された場合には、下表のとおりの措置が講じられます。

（表2)管理条件（改善事項）付与の翌年度から間接経費措置額を削減する場合

|「フォローアップ調査」の結果、「管理条件」（改善事項）の履行 I
が認められない回数 贔瀾遍慮 一1 削減割合 I 5% 15% ※ 

※間接経費措置額の 15％の削減措置を講じている年度の「フォローアッフ調否」において、管理条件

（改善事項）の履行が認められない場合は、翌年度以降の競争的資金の配分を停止する。

【取引業者に対する処分】

≪学内の処分＞＞

不正行為に対しては、その内容に応じて、 3ヶ月以上24ヶ月以内の一定期間、取

引が停止されます。また、特に悪質な不正行為と認められるときは、 24ヶ月を超え

る期間の取引が停止されます。

≪法律上の処分＞＞

行為の悪質性が高い場合などには、本学から刑事告訴（詐欺罪、文書偽造罪、 1為造

文書等行使罪など）、民事訴訟を行うなとの法的な措置を取ります。
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≪取引における留意事項＞＞

・教員の発注権限は、「1日1業者あたり50万円末満まで」となっています。 50

万円以上の調達は、事務部門が発注を行っています。

• 1件の調逹として取引すべきものを意園的に契約金額を50万円末満に分割して

処理することは、認められません。

・教員より直接返品があった場合は、「部局事務部」にこー報いただくよう取引業者

へお願いしています。

≪公的研究費の不正使用に係る通報窓□≫
本学教職員から架空発注や虚偽の書類の作成等、不正と忠われる取引要請等があっ

た場合は、「部局事務部」または「監査室」にこ‘相談いただくよう取引業者へお願いし

ています。

※取引業者へは、不正使用防止計画推進室発行の「STOP！研究費不正一取引される業者の皆様ヘー」

及び財務課から通知されている「新たに取引される業者の皆様へ」により周知をしています。
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6.不正使用及び不正受給への対応（ペナルティ）

◆「競争的資金の適正な執行に関する指針」（平成17年9月9日関係府省連絡会申合せ）

が平成24年10月17日付けで改正され、応募資格の制限が厳罰化・適正化されました。

また、平成29年6月22日付けで、善管注意義務違反について改正されました。

不正使用及び不正受給に
不正使用の程度 応募制限期間

係る応墓制限の対象者

1. f固人の利益を得るための私的流用 1 0年

① 社会への影響が大き

く行為の悪質性も高 5年
不正使用を行った研究者

いと判断されるもの
及びそれに共謀した研究 2. 

② ①及び③以外のもの
者 (1) 1. 以外

2~4年

③ 社会への影響が小さ

く行為の悪質性も低 1年

いと判断されるもの

偽りその他不正な手段に

より競争的資金を受給し

だ研究者及びそれに共謀
5年

した研究者 (2)

不正使用に圏接関与して 善管注意義務を有する

いないが善管注意義務に 研究者の義務違反の

違反して使用を行った研 程度に応じ、上限2年、

究者 (3) 下限1年

※以下の場合は、応募制限を科さす、厳重注意を通知する。

・（1)において、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断され、かつ不正使用額が少額な場合

・(3)において、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断された場合

※競争的資金等は、研究者個人の発意で提案され採択された研究課顆であっても、その原資

は国民からの税金等であることから、研究者1固人に代わり研究機関が管理し、事務部が執

行に1系る諸手続きを行うことになっていますが、獲得した研究課題の遂行に責任を負う

研究代表者等は、競争的資金等の配分機関のルールに従って誠実に運営・管理を行うよう

努めなければなりません。研究者の勝手な解釈によってルールに違反して使用した場合

には、不正使用として返還や応募制限等のペナルティが科せられることになります。また、

不正使用に直接関与していないが管理責任者として責務を怠った場合にも応募制限等の

ペナルティが科せられる場合がありますので、競争的資金等の管理（支出計画と進捗管理）

を確実に遂行していただくようお願いします。
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7.不正使用から処分等までの流れ

公的研究費

不正1吏用

通報•発覚
嘩品窓口：監否宰）

06--6879--4071 

調査

（調盃委員会）

公表

（調査結果）

不正使用が

あったと認

められたと

きは

●預け金、品名替、カラ給与等

●通報者：学部生、大学院生、研究室の教員・秘書、事務部職員、

取引業者（社長、営業・経理担当者）等

●文音財斗学省及び会計検蓋院経由の通報

●税務署・地検特捜部による取引業者への税務調盃・捜盃により

預け金その他が発覚

●調査対象経費・年度

・研究者等が関わったすべての経費の関係書類を調査

・調査対象年度は、可能な限り遡及

●調盃対象者

・研究室の教員・秘書、事務部職員、取引業者等の関係者すべて

から事清聴取

●調盃結果の公表（中閻公表をする場合もある）

・不正使用の場合は、氏名を公表

●調盃結果の報告

・総長名で文部科学省及び配分機関に報告

●公的研究費の返還（研究費として使用しても姻置必要）

・不正使用した公鵡升究費の全額に加算金（科研費の場合、当該

科研費を受領した日から返還の日まで、年率10.95％で算定）

を加えて配分機関に返還（不正使用の揚合は全額固人負担にな

ります）

・不正使用額に1系る閻接経費を配分機関に返還

●麟喜資格匹制限（関係荊省のすべての競争的資金等が対象）

・不正使用の内容に応じてペナルティ（研究費として｛弼n:
1年～5年、私的流用： 10年）

●本学での処分等

•懲戒解雇等の厳U八処分及び氏名の公表（事務系職員も対象）、

退職手当の返還（在職時の不正使用が懲戒解雇相当となった揚合）

●刑事告訴、民事訴訟を行うなどの法的措置を検討

●研究機関に対するペナルティ

・管I里条件q寸与、閻接経費の削減、配分の停止
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8.関係者の意識向上 ．
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◆公的研究費の使用に当たり研究者や事務職員等が常に心掛けるべきこと「行動規範」を

常に意識して行動してください。

国立大学法人大阪大学における公的研究費の使用に関する行動規範

（平成20年9月16日策定）

（平成25年3月 19日改正）

大学における科学研究は、国民の信頼とそれに基づいた国民からの負託によって支えら

れている。とりわけ、公的研究費（注）の不正使用は、その信頼と負託を大きく損なうも

のであり、それを起こした研究者が所属する機関ばかりではなく、我が国の科学技術振興

体制を根底から揺るがすものである。

このことを踏まえ、国立大学法人大阪大学（以下「本学」という。）は、公的性格を有

する学術研究の信頼性と公正性を担保し、大学の学術研究業務に対する国民の信頼を確保

するため、研究等を遂行する上での行動（態度）の基準を行動規範として次のとおり定める。

本学の研究者及び事務職員等（以下「研究者等」という。）は、これを誠実に実行しな

ければならない。

1.研究者等は、公的研究費が大学の管理する公的な資金であることを認識し、公正かつ

効率的に使用しなければならない。

2.研究者等は、公的研究費の使用に当たり、関係する法令・通知及び本学が定める規程

等、並びに事務処理手続き及び使用ルールを遵守しなければならない。

3.研究者等は、研究計画に基づき、公的研究費の計画的かつ適正な使用に努めなければ

ならない。また、事務職員は、研究活動の特性を理解し、効率的かつ適正な事務処理

を行わなければならない。

4.研究者等は、相互の理解と緊密な連携を園り、協力して公的研究費の不正使用を末然

に防止するよう努めなければならない。

5.研究者等は、公的研究費の使用に当たり取引業者との関係において固民の疑惑や不信

を招くことのないよう公正に行動しなければならない。

6.研究者等は、公的研究費の取扱いに関する研修等に積極的に参加し、関係法令等の知

識習得、事務処理手続き及び使用ルールの理解に努めなければならない。

（注） 公的研究費とは、運営費交付金、奨学寄附金、補助金、委託費等を財源として本学で扱うすべての

経費をいう。
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また、下記の事項については、教職員等の責務となっています。

コンフライアンス教育の受講

対象者は受講されましたか？

不正使用を事前に防止するために、本部及び各部局等が構成員に対し、自身が取り扱う

競争的資金等の使用ルールやそれに伴う責任、自らのとのような行為が不正に当たるのか

などを理解していただくための研修会や説明会を少なくとも年に1度は実施していますの

で、対象者は彩す参加してください。

公的研究費の取扱いに関する理解度チェックの受講

対象者は受講されましたか？

本ハンドブック等をお読みいただき、コンフライアンス教育の一環である「公的研究費

の取扱いに関する理解度チェック」を彩す受講してください。

教職員

対象 ゜s d n u F h c 
る

r
 
a
 

す閲

e

に
ク

eSR
 

ヽ

nlie 

臥

ッ

oub 

取

ェ戸
ngP

研
解

UiuI叫

g
理

QHa

大阪大学日P学内専用マイハンダイ：

https:IImy.osaka-u.ac.ip/ 

※|C日0のIDとパスワードが彩要です。

誓約書の提出

採房蒔などに捷出されましたか？

公的研究費の運営・管理等にあたり、規則等を遵守し、不正を行わないこと等を巳約す

る書面を提出していただきます。巳約書の末提出者は、公的研究費の申請並びに運営・管

理に関わることができませんので、該当する様式を必す提出してください。

本学教職員 TA、RA、アルバイト等 本学教職員以外

（裟式1)
誓約書

誓約書
1, ヽ'r大学社、人人似人•Lf 総J文ー殿

l 法令及び大子が止め る規じl」、規程等をi笞可・す ること。
2 

譴立大人大紐

1 大阪大学が定める規則、規程苓
を連守することこ

2 不正を行わないことこ

3 規則、規程穿こ杢反して、不正

を行った些合は、法的妻任を全担

することこ

誓約吝

Iii立大人大臨

（裟式2)

1 大阪大学が定める規則、規程笞
を遵守することこ

2 不正を行わないこと：

3 規則、規程寄こ達戻して、不正

を行ったを合ば配分検関の処分

を受け、法的妻任を女担することこ

巳約書に関する内規

に定める様式

様式1 様式2
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公的研究費の不正使用防止に関して、あなたがしないといけないことは・・・？

フローチャートで確認してみましょう！

【本学教職員】

く教育研究を担う教員＞

●常勤

教員、寄附系教員、特任教員、

➔ 
・コンフライアンス教育の受講

研究員、特任研究員
・理解度チェックの受講

0非常勤
・誓約書の提出

特任教員、特任研究員、医員

く事務を担う職員＞

●常勤

事務職員、特任事務職員

技術職員、特任技術職員

教務職員

0非常勤・嘱託
事務補佐員、技術補佐員

教務補佐員、嘱託職員

-----------------―’ ：はい
I 

業務上、

経費の執行等※1

に携わっていま
＇ すか？ ：いいえ

・コンフライアンス教育の受講

・理解度チェックの受講

・詈約書の提出

・誓約書の提出

く医療を担う職員＞

技術職員（医療）、技術職員（看護）

➔ 医療技術補佐員、看護技術補佐員 ・誓約書の提出

嘱託職員

医療を担う職員は、業務上、経費の執行等※1に携わることがない場合は巳約書の提出のみ該当します。

なお、く医療を担う職員＞の中でも経費の執行等に携わることがある場合は、く教育研究を担う教員＞

と同様にコンフライアンス教育等の受講等が彩要です。

※1 業務上、経費の執行等とは、公的研究費での物吊の購入、旅費・謝金・給与支給等の経費の使用に関する業務や、

教職員、 TA.RA、アルバイト等の採用及び雇用等の手続き業務のことです。

【Q&A】

Q1．クロス・アポイントメント制度により本学に来ていただく教員の取扱いはどうなりますか？

A 1.本学勤務日の身分は常勤教員であるため、フロー図のく教育研究を担う教員＞に該当します。
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【学生等】

TA,RA、アルバイト、

チューター等
・誓約書の提出

本学で採用や雇用される TA,RA、アルバイト、チコーター等は、採用等手続きの際に誓約書を提出し

てください。また、事務部から配付されるリーフレットをお読みください。なお、部局等によっては、

コンプライアンス教育に TA,RA等の学生の参加を願う場合がありますので、部局等の方針の指示に従

ってください。

【本学教職員以外の方】

◇名誉教授

◇日本学術振興会特別研究員

◇その他の方

（招へい教員、招へい研究員

非常勤講師等）

「―-------------------＇ I I 
I I 

:A．予算の執行権限：
＇ ：がある方

t _ -------------------［ 

B．予算の執行権限

はないが、調査、研

究に伴う出張旅費

の支給等を受ける

・コンフライアンス教育の受講

・理解度チェックの受講

・誓約書の提出

・誓約書の提出

そ

ンコ

苔

、

担

は
分

）

究

方
研

る＼
 し

苔

て

>
学

的

工

本

争

チ

、
競
度

が

（

解

い

方

理

な

の

と

に

等

育

係

者

教

関
カ
ス

用

協

ン

雇

究

ア

と

研

イ

学

他

ラ

本
の
プ

不要

II 

≪本学教職員以外の方に誓約奮を提出していただく場合≫

当該研究費が複数年継続する場合、研究期間中は毎年度提出してください。

なお、複数の公的研究費の研究に参画している場合は、その公的研究費毎に提出願います。ただし、当

該年度内であれば他の公的研究費の交付等の際に提出した誓約書のコピーで対応することも可能です。

≪派這職員の方にコンプライアンス教育を受講していただく場合≫

本学と雇用等関係がない派遣職員の方に、コンフライアンス教育や理解度チェックを受講していただ＜

場合は、派遣会社と相談してください。なお、誓約書については派遣会社との契約書内において必要事

項を誓約済の場合は不要です。

≪リーフレット「STOP!研究費不正」の配布について≫
本学では、研究費を正しく使用していただくために、本学教職員向け及び学生向けのリーフレット

「STOP!研究費不正」を作成し、採用等雇用手続の際に配布しています。
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9.会計職務の権限体制

••• 
ヽ

◆本学では、財務及び会計に関する基準を定め、その事業の財政状態及び運営状況を明ら

かにすることにより、その業務の円滑な運営を図ることを目的とする「固立大学法人大

阪大学会計規程」を定めています。

◆本学における会計職務の権限体制は、総長を頂点として以下の構造になっています。

大阪大学総長

理事・副学長

【予算担当・経理担当】

予算責任者

【部局等の長】

経理責任者

【財務部長・事務部長・事務長・事務室長・

事務部門長等】

予算は、教育・研究その他の活動の実施計画

に基づき編成。

経理とは、契約、債権管理、金銭出納、資産管理

及び記帳に関する事務。

本学では、予算責任者及び会計規程第 12条

第 3項により予算執行を委任された教職員

（以下「教職員」という）は、一定の範囲を

定めて教職員が直接業者に発注（いわゆる

「教員発注門）することを認めています。（会

計規程第 12条第3項予算責任者は、必要

に応じて、予算単位内の予算執行の一部を、

他の教職員に委任することができる。）

金銭出納担当者

【経理責任者が謳いた、金銭等の出納及び保管を

行う職員】

金銭出納担当者の補助

【金銭出納担当者が置いた、金銭出納担当者の業

務の一部を処理する金銭出納担当者所属の職

員（派遣職員及び委託契約による受託者を含

む。）】

※「教員発注」については7~14ページをご覧ください。
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1 0.会計規程等の体系図 ．．．
 

ヽ

◆本学の会計関係規程は下記により構成されています。これら規程を遵守のうえ、適正な

会計処理に努めてください。

I大阪大学会計規程等の体系図 I

会計実施規則

予算決算規則

本部事務機構経理事務取扱内

規

運営交付金及び授業料の収益
化基準等に関する要領

業務達成基準取扱要領

出納規則 預り金等取扱要領
運営費交付金債務等の繰
越に関する取扱要領

病院債権取扱要領

契約規則 工事請負等契約細則 1-rl契約事務取扱要領

旅費規則

競争入札加入者心得

入札及び契約保証金等取扱要 公募型見積合わせに関す 公募型見積合わせ方式参

領 1る取扱基準 H加者心得
一般競争参加資格（物品製造

等）事務取扱要領
一般穀争参加者の資格

電子入札実施要領

大阪大学における物品購入等

契約に係る取引停止等の取扱

基準

大阪大学における企画競争に

関する取扱基準

役員に係る旅費支給要領

(H22101廃止）

旅費支給要領

謝金規則

旅費規則における自家用自動

車及びレンタカーの使用に関す

る取扱基準

固定資産管理規則 資産貸付取扱要領

図書取扱要領

減損会計取扱要領

棚卸資産管理規則

宿舎管理規則

附属病院棚卸資産管理取扱要

領

大阪大学における連携研究等

の実施に伴う宿舎取扱要領

資金管理・還用規則 研究資金立替取扱要領

長期資金運用取扱要領

短期資金運用取扱要領

諸料金規則

政府調達に関する協定そ

の他の国際約束に係る

物品等又は特定役務の

調達手続に関する国立

大学法人大阪大学会計

規程

特定調達契約事務取扱要領

購入物品機種選定取扱
規程

大阪大学における契約内容の

公表に関する墓準

大阪大学における大型設
備の調達に係る仕様策

定等に関する取扱規程

大阪大学における公的研

究費の取扱いに関する規

程

研究費補助金取扱要領
研究費補助金取扱要項第

7条第1項の運用方針
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1 1. 不正使用防止に関する責任体系及び役割

◆「固立大学法人大阪大学における公的研究費の取扱いに関する規程」に基づき責任体系の

咀確化を園っています。

く最高管理責任者＞

第4条 本学に、公的研究費の運営及び管理について最終羹任を負う者として最高管理羹

任者を置き、総長をもって充てる。

く統括管理責任者＞

第5条 本学に、最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営及び管理について本学全体を

統括する実質的な責任と権限を持つ者として統括管理責任者を置き、総長が指名

する理事をもって充てる。

く部局等管理責任者＞

第6条 部局等（本部事務機構を含む。以下この条において同じ。）における公的研究費の

運営及び管理について実質的な責任と権限を持つ者として部局等管理責任者を置

き、当該部局等の長（本部事務機構にあっては、財務を担当する理事）をもって充

てる。

く部局等管理副責任者＞

各部局等ことに「部局等管理責任者」を配置するとともに、日常的に目が届き、実効的な管

理監督が行い得るよう、教育・研究組織及び事務部門に彩要に応じて「副責任者」を配置し

ています。

大阪大学における公的研究費の不正使用防止に関する責任体系及び役割分担
［都局等内では特性ヤ祠織構成に応じた実効的匁体制を構築］ 1 ．9●會●9・が•か●●●●m,...o. ，•-會よ●●這 ..99--99.
r,  

最高管碑責ff者［総長］ ＇ 

栂閉全体を統括し、公的研究菩沈漣宮・筈理について最終吾任を負う者
L J 

"-出---具沐策¢策定 11 状況藉告一畠墨
”;（三l［更こ
不正使用防止対叡実施 実施杞勁報告
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1 2. 相談体制

••• 
ヽ

◆本学では、以下のとおり公的研究費の使用ルール等に関する相談体制を整備しています。

大販大学における公的研究費の使用ルール等に関する相談体制

【部 局］
事務部各担当係
く部局祖談窓口＞

先ずは、各部局内で十分な
相談をお願いします。 刀 ①相談 研究者

|●，．．＿¢,ーロー・哀面藷五”.... i 
きをしてl.Iる公的 i 
・ 研究栽汀戎居台ャ l 
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R
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先生方と亭程部で十分な相談をしながら「適
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部局からの相談には、間係各課・室が i 
連携し，‘・適切な対応をお願いします。
-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-

.，．, 9 

不正使用防止計画椎進室

＜全学的な相談窓口＞

〔研究推叫農・・科研費等

各担当課の所掌以外の相談及び•
その他要望等

産学共創課・・受託研究、共同研究
奨学寄附金等

［国際企直農 ••JS応国際交流享業

［財務課…会計間係規程予算執行等

［資金管叫…旅費謝金

［資産決m・・資産関係全般

［契約課・・契約関係全般

監査室

＜不正使用通報窓口＞

碩究推進課及び産学共魯鼠む団が所掌
している公屯闊究費に又ヽては、各担当
課・室へおr晶ヽ合わせ<Ji_ざ心

公的研究費の不正使用に係る
通報
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1 3.相談窓口（本部事務機構・部局）

公的研究費の事務処理手続きや使用ルールについて分からないことがありましたら、

各部局の事務部各担当1系（部局相談窓口）にこ‘相談ください。また、各部局内で分からな

いことがありましたら、事務部を通じて本部事務機構の各担当課相談窓口にこ相談くだ

さい。なお、各担当課の所掌以外の相談及びその他要望等については、不正使用防止計画

推進室（全学的な相談窓口）にこ相談ください。

【本部事務機構相談窓口】

担当課等

人事課

産学共倉l課

国際企画課

財務課

資産決算課

契約課

不正使用防止計画

推進室

（全学的な相談窓口）

監査室

（不正使用通報窓口）

雇用

給与

区分

アルバイト給与等

受託・共同研究、

奨学寄附金等

JSPS国際交流事業

会計関係規程、

予算執行等

任用係

給与経理係

受託・共同研究1系

国際交流1系

法規係

一元化センター

各担当課の所掌以外の相談及びその他要望等

公的研究費の不正使用に1系る通報

平成31年4月

電話

06-6879-7026 

06-6879-7058 

06-6879-4483 

06-6879-71 63 

06-6879-7046 

79-7057 

79-7063 

06-6879-4001 

06-6879-4 767 

06-6879-4071 

※上記担当課以外が所掌している公的研究費については、各担当課・室へお問い合わせください。

-34 -



••• 
ヽ

【部局相談窓口】

平成31年4月

部局名 相談窓口 電話

固際共創大学院学位プログラム推進機構
国際共創大学院支援事務室

管理係
06-621 0-8244 

共剛機構
産学共剛課産学会計1系 06-6879-4201 

社会ソリューションイニシアティブ

文学研究科 会計1系 06-6850-671 2 

人閻科学研究科 会計1系 06-6879-8006 

法学研究科・高等司法研究科 会計1系 06-6850-5597 

経済学研究科・国際公共政策研究科 会計1系 06-6850-5203 

経理1系 06-6850-6781 

理学研究科 契約1系 06-6850-5285 

研究支援係 06-6850-5283 

経理課外部資金第一1系 06-6879-3040 

経理課外部資金第二｛系 06-6879-3042 
医学系研究科・連合小児発達学研究科

国際医工情幸引センター事務室 06-6879-3380 

連合小児発達学研究科事務室 06-6879-3026 

保健学事務室会計1系 06-6879-2507 
医学系研究科保健学専攻

保健学事務室研究支援係 06-6879-2502 

管理課総務1系 06-6879-51 50 

管理課司計1系 06-6879-51 05 
医学音邸付属病院

教育研究支援課総括1系 06-621 0-8277 

教育研究支援課研究推進1系 06-621 0-8278 

経理1系 06-6879-2836 

歯学研究科・歯学部附属病院 産学連携係 06-6789-281 8 

管理1系 06-6879-2839 

薬学研究科 会計係 06-6879-8149 

経理課経理1系 06-6879-721 4 

経理課契約1系 06-6879-721 6 
工学研究科

研究協力室産学連携1系 06-6879-721 9 

研究協力室研究支援1系 06-6879-7350 

経理1系 06-6850-6140 

基礎工学研究科 研究協力係 06-6850-6142 

契約1系 06-6850-6149 
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言語文化研究科・外固語学部

情報科学研究科

生命機能研究科

微生物病研究所

産業科学研究所

蛋白質研究所

社会経済研究所

接合科学研究所

レーザー科学研究所

附属園書館

核物理研究センター

サイバーメディアセンター

免疫学フロンティア研究センター

固際教育交流センター

総合学術博物館

キャンパスライフ健康支援センター

COデザインセンター

科学機器リノベージョン・

工作支援センター

グローバルイニジアティブ・センター

日本語日本文化教育センター

全学教育推進機構

豊中事務室会計係

箕面事務室経理係

会計係

会計1系

会計1系

研究協力係

研究連携課契約係

研究連携課研究協力係

会計係

研究支援係

会計係

研究推進係

会計係

会計係

図書館企画課会計係

会計1系

研究協力係

情報企画課会計係

会計セクジョン

国際学生交流課

国際教育交流センター｛系

社学共創課総務係

会計係

全学教育推進機構等事務部

会計第二係

研究推進課センター担当

国際部固際企画課固際連携係

箕面事務室経理係

箕面事務室

日本語日本文化教育センター係

全学教育推進機構等事務部

会計第一係
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06-6850-5860 

072-730-5024 

06-6879-4505 

06-6879-4605 

06-6879-8270 

06-6879-8273 

06-6879-8390 

06-6879-8393 

06-6879-8595 

06-6879-8596 

06-6879-8553 

06-6879-8688 

06-6879-8686 

06-6879-871 2 

06-6850-5046 

06-6879-8905 

06-6879-8904 

06-6879-881 0 

06-6879-491 7 

06-6879-7013 

06-6850-671 5 

06-6850-6003 

06-6850-6633 

06-6850-6709 

06-6879-401 7 

072-730-5024 

072-730-5072 

06-6850-5609 



1 4.通報窓口
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◆本学において管理する公的研究費の不正使用に1系る通報は、監査室で対応しています。

〒565-0871

大阪府吹田市山田丘1-1 

大阪大学監査室

TEL: 06-6879-4071 

FAX: 06-6879-407 4 

通幸位にあたっては原則として、通報者の

氏名、所属、住所等並びに研究者等の不

正使用の態様及び内容を明示ください

ますようお願いいたします。その後の調

否において氏名の秘匿を希望できます。

E-mail: kansatsuuhou@ml.office.osaka-u.ac_jp 

URL : http:/ /www.osaka-u.ac_jp/ja/research/fuseiboushi/tuho 

※通翰の詳細については、大阪大学日P（上記URL)にも掲載しています。

【通翰の受付】

1.受付方法：電話、電子メール、 FAX、書面または面会により受付しています。

※通報者からの情報を正確に把握し、迅速に対応するため、書面での通報の際には、

大阪大学HP（上記URL)掲載の「別紙様式」を使用してください。

※郵送の湯合は、「通報」と明記してください。

2.受付場所：大阪大学 監査室 （本部共通棟1階）

3.受付時閻： 8時30分～12時15分、 13時～17時15分

※ただし、土・日・祝および年末年始(12月29日～1月3日）、

その他休業の期間は受付を行っておりません。

【注意事項】※通報される方は、以下の事項をご確認の上、こ連絡ください。

1.通報にあたっては、通報者の氏名、所属及び連絡先等を必す記入してください。

2.通報の内容は、本学において通報対象事実（公的研究費の不正使用又は不正1吏用の疑

い）が生じていることを具体的に記述してください。

3.通報は、電話または口頭でも行うことができますが、相当の信頼性のある情報、証拠等

を付してください。

4.通報内容を把握するため、担当者より連絡させていただくことがあります。

5.通蔀内容が一般的なこ意見、苦情等の類であり、通奉展対象事実ではないと判断した場合

は、情報提供として所掌部局等に転送し、業務の改差等に活用させていただきますの

で、予めこ了承ください。

6.通報による秘密は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律により守ら

れます。

7.通報者は受付後において、氏名、所属及び連絡先等の秘匿を希望することができます。

8.通報者本人の許可なく氏名等を公表することはありません。

9.通報したことを理由として、不利益な取扱いを受けることはありません。
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